
番号：今治１－１

建設業法
の許可等

有資格者

共通事項

地理的条件

提出期間

提出書類

*なお、入札時に技術資料を提出すること。

入　　札　　広　　告

下記の工事概要のとおり条件付一般競争入札に付します。

平成２０年３月２８日
契約責任者　本州四国連絡高速道路株式会社

　しまなみ今治管理センター所長　平野　　茂

記

条件付一般競争入札（入札後審査【簡易方式】)の工事概要

工  事  名 平成20年度多重無線通信施設他維持修繕作業

工事場所
広島県尾道市向島町　及び　愛媛県今治市山路
他１８箇所

工事内容及び概算数量

多重無線設備、移動無線設備等の無線局施設に係る点検等維持作業

　移動無線設備基地局維持点検・・・２２台
　その他関連設備維持点検・・・・・　１式

工      期 約１０ヶ月

競
争
参
加
資
格
要
件

「通信工事」に係る建設業法（昭和２４年法律１００号）第３条
の規定に基づく国土交通大臣又は知事の許可及び同法第２７条の
２３第２項に規定する経営事項審査(告示（平成６年建設省告示第
１４６１号）第１の１に規定する審査基準日が入札及び開札の１
年７ケ月前の日以降のものに限る）を受けていること。

本州四国連絡高速道路㈱の平成１９・２０事業年度の工事入札参
加資格の内、「通信工事」の認定を受けている者

別掲「条件付一般競争入札（入札後審査【簡易方式】）」参加条
件

　競争参加申請書

広島県又は愛媛県の建設業法の許可に基づく本店、支店又は営業
所を有すること

施工実績

平成１０年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記
の工事の実績を有すること

１）多重無線設備及び移動無線設備の点検

２）電波法第２４条の２に規定する「登録点検事業者」として、
固定局、基地局及び陸上移動局の点検

 注）工事内容が判る契約書等の写しが必要

入札予定時期 　平成２０年５月中旬

　多重無線設備維持点検・・・・・・１４台

申
請
書
類

平成２０年４月４日午前１０時から平成２０年４月１６日午後４
時（土曜日、日曜日、祝祭日除く）

提出先

〒７９４－００７２
　愛媛県今治市山路７５１番地２
　しまなみ今治管理センター　担当：総務課
　ＴＥＬ（０８９８）２３－７２５０（代表）


